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午前１０時００分 開会 

○相本食品表示課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから原料原産地表示に

関する意見交換会を開催いたします。 

 本日の司会進行を務めさせていただきます消費者庁食品表示課長の相本と申します。 

 まず初めに、消費者庁内田俊一長官よりごあいさつをお願いいたします。 

○内田消費者庁長官 おはようございます。消費者庁長官の内田でございます。 

 今日は、もう４月もすぐ間近だというのに大変寒い一日になりました。そういう状況の

中でございますけれども、私どもが主催しましたこの会で意見を表明してくださる方、あ

るいは私たちと一緒にその意見を聞いてくださる方、大変大勢の方にお集まりいただきま

して、本当にありがとうございます。 

 消費者庁は、消費者問題だけを考える役所として、初めてつくられました。たくさんの

消費者問題を扱っているわけでございますけれども、その中で、食の安全は、私が申し上

げるまでもなく、すべての国民に共通した、すべての国民が直面する基本的な消費者問題

だろうと思っております。当然、国民の皆様の関心も非常に深い分野でございます。 

 この問題について、私ども消費者庁は食品表示という道具で取り組んでいるわけでござ

います。表示につきましても、例えばトランス脂肪酸といった栄養成分の表示の問題、あ

るいは健康食品の表示の問題とか、いろいろな問題がありますが、今日はその中でも原産

地表示の問題を取り上げるわけでございます。この問題につきましても、対象の拡大、あ

るいは表示方法の改善など、いろいろな問題が指摘されております。そういう中で、私ど

もはいろいろな機会を通じて当然情報の収集を行っているわけでございますけれども、一

度、網羅的に、そして直接、できれば公開の場でこういうことを聞いてみたいということ

で、今日は企画をいたしました。大変貴重な機会で、いいご意見がいただけるのではない

かと私たちもとても期待いたしております。今日いただいた意見をベースにまた一層検討

を加速していきたい、そのきっかけにも今日はなるのだろうと思っておりますので、どう

かよろしくお願いいたします。 

 最後になりますけれども、今日はお集まりいただきまして、本当にありがとうございま

した。 

○相本食品表示課長 本日のスケジュールは、午前の部は関係者及び関係事業者に原料原

産地に関する総論に関するご発言をいただき、午後の部は個別の品目について意見を伺い

たいと考えております。 

 進め方といたしましては、本日は多数のご発言者の皆様方にご来場いただいております。

ご発言者には一律５分間でご説明をいただきます。その際、鐘を鳴らして経過時間をお知

らせいたします。まず、ご説明の予定終了時間の１分前に１回鐘を鳴らさせていただきま

す。そして、予定終了時間に２回鐘を鳴らします。２度目の鐘が鳴りましたら、ご発言を

終了していただきますようお願いいたします。 
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〈総論〉 

○相本食品表示課長 それでは議事に入ります。 

 最初に、市民バイオテクノロジー情報室の天笠様よりご説明いただきます。よろしくお

願いいたします。 

○天笠（市民バイオテクノロジー情報室） まず、こういう食品表示の意見交換という場

が設定されたことを大変うれしく思います。それと同時に、こういう場で意見を表明させ

ていただくことを感謝します。 

 食品表示の問題ですけれども、私どもは、基本的に消費者の権利を守るためのものと考

えておりますし、まさに食品表示というのはそういうものでなければいけないと思ってお

ります。消費者が食品の中身を知って、選ぶことができる、これが食品表示の最も基本的

なところであります。 

 ところが、現在の食品表示制度というのは実はそうなっていない現実があるというとこ

ろが、一番大きな問題だと思います。例えばしょうゆとみそがあります。しょうゆとみそ

には遺伝子組み換え大豆不使用と書いてあれば、わかりやすいわけです、使っていないこ

とがわかります。遺伝子組み換え大豆に関する表示がないケースがあるわけです。その場

合、しょうゆとみそでは全く意味が異なってくるのです。まず、みその場合は遺伝子組み

換え大豆不使用になるわけです。これは、みそは表示義務がある食品ですから、不使用に

なるわけです。それに対してしょうゆの場合は、ほとんどの場合は遺伝子組み換え大豆を

使っているわけです。表示義務がないために表示がないわけです。このように、同じ大豆

を使って似たような食品でありながら、表示なしで選択できない。こういうのが今の食品

表示の現実だと思います。 

 なぜそのようになってしまったかということですけれども、輸入食品に対する配慮から

です。私たちがずっと以前に随分反対運動を行いましたけれども、期限表示になり製造年

月日表示が消えてしまった問題があります。この場合も、なぜ期限表示に切りかわったか

というと、外国の企業が不利になるから、輸入食品が不利になるからということで、期限

表示にかわったわけです。遺伝子組み換え食品の表示も、なぜこんな中途半端な表示にな

ってしまったか、わかりにくい表示になってしまったかというと、当時、食品表示をつく

られた担当者の川村さんが言っておられましたけれども、アメリカからの食料輸入が途切

れないのを最大の目的にしたからということであります。これらは、外国からの輸入食品

を優先したために、消費者の権利がなおざりにされたということが言えるのではないかと

思います。現在、消費者の関心が高いものは何かといいますと、加工食品の原料原産地表

示をきちんとつけてほしいということであります。その裏づけとしてのトレーサビリティ

システムを確立してほしい。これが第一の関心が高い希望であります。続いて、遺伝子組

み換え食品表示制度をきちんと確立してほしい。昨年はそれに加えましてクローン由来食

品が流通し始めました。その表示をきちんとしてほしい。これが今、消費者の関心が一番

高いところであります。 
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 それに加えまして、例えば外食産業や対面販売では、表示そのものが消えてしまいます。

外食産業でなぜ消えてしまうのか。対面販売でなぜ消えてしまうのか。それでいいものだ

ろうかというわけであります。この辺も表示を拡大していただきたいところでもあります。

原料原産地表示については、例えば、コンビニ弁当で使われている食材を調べ上げ「コン

ビニ弁当 16 万キロの旅」という本を書いた方がおります。それは、その輸送距離を全部

プラスすると 16 万キロになる。すなわち、地球１周が４万キロですから、地球を４周し

ているわけであります。このような原材料の原産地を知りたい。それからもう一つは、食

料油やしょうゆやみそのような主原料が限定されたものは、これも原料原産地表示はすぐ

できるはずなんであります。それから、例えばお刺身の問題などでも、マグロ単品だと表

示されるのに、マグロにイカがちょっと加わると、もう加工食品扱いになって表示が消え

てしまう。こういうのはおかしな話であります。こういうものはきちんとしてほしいとい

うのが、今の消費者の一番大きな希望だと思います。 

 今日は、いろいろな食品について原料原産地表示が出されましたけれども、これに限ら

ず、今後さらにこの対象食品を拡大していただきたいというのが希望であります。同時に、

遺伝子組み換え食品やクローン食品の表示も、ぜひとも拡大して、きちんとしたものをつ

くっていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

○相本食品表示課長 ありがとうございました。 

 続きまして、生活協同組合連合会ユーコープ事業連合の安藤様、お願いいたします。 

○安藤（生活協同組合連合会ユーコープ事業連合） 生活協同組合連合会ユーコープ事業

連合品質保証本部長を務めております安藤と申します。よろしくお願いいたします。 

 まず、本日のこの意見交換会につきましては、こういった場が開催されましたこと、こ

の点につきましては消費者行政の施策として大きな進展になると考えております。今後さ

らに、国民、消費者を初め、生産者、それから製造者、メーカーなども含めまして、さま

ざまな方の意見・主張・主義が隔たりなく客観的に広く受けとめられ、国の方針として生

かされるということを期待しまして、発言したいと思います。 

 私どもユーコープ事業連合では、６会員生協がございます。この組合員数は、合計いた

しまして現在約 180 万人おります。事前にお手元に資料が行っているかと思いますが、こ

の１年間、私どものユーコープ事業連合にいただきましたお問い合わせは、約２万 4,000

件ございました。さまざまなお問い合わせをいただく中で、商品の表示、それも原料原産

地の表示につきましてのお問い合わせは、44 件でございます。比較的お問い合わせの多

いジャムあるいはゴマなどでも年間４、５件。それも、多くはほかの情報のお問い合わせ

に当たって、そのついでにお尋ねになるといった状況でございます。 

 国として、国産品の振興の視点から、業界の意向も踏まえて、原料原産地表示を推進さ

れるということは理解できます。しかし、現在、食品の表示に関する共同会議報告書 No.

７に示されました品目横断的な基本要件Ⅰ・Ⅱの考え方で適用されていること以上に義務

化を推進されることにつきまして、本当にその必要性があるのでしょうか。原料原産地表
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示の義務化で、消費者からの要望を満たし、食の安全を確保するなどといったことにすり

かえるべきではないと考えております。まず、そもそも消費者からの表示対象品目の拡大

の要望とする点から、本当にそうなのでしょうかといった疑問を感じます。 

 一人一人の消費者が求める商品情報の優先順位は異なります。食品事業者は、限られた

表示面積の中で、法令などで必要とする表示をまず行った上で、商品の価値や使用や廃棄

について消費者に伝えたい情報なども工夫しながら盛り込まれているのが実情と認識して

おります。その中で、最優先すべきことは、商品の選択時だけではなく、保管時、使用時、

廃棄時、この一連の流れの中での商品の安全性、それから品質にかかわることであると考

えております。現在でも義務表示は多く、また複雑です。わかりにくい食品表示のルール

の改善が優先されるべきであると、組合員の声を聞きながらつくづく考えております。Ｊ

ＡＳ法の品質表示基準で新たに原料原産地表示を拡大することは、加工食品の原料の原産

地があたかも品質を決定づけるように認識されることを助長する、あるいはそのことで偽

装の拡大へもつながる懸念を持っております。 

 ユーコープでは、提供する商品の表示の正確性・適切性を検証することを可能な限り今

進めております。また、お問い合わせへの対応も充実させてまいりました。ほかの多くの

生協さんや企業さんでも、同様の取り組みが広がっていると思います。けれども、現在の

生産から食卓までのフードチェーンは長く、すそ野が非常に広がっている状態の中で、

個々の食品事業者において消費者から求められる情報を提供するためには、さかのぼった

商品の仕様を把握し、またその情報を絶えず更新し続けること、保証をとり続けられるこ

とが求められております。加工度が高まれば高まるほど、ますますトレーサビリティの確

保は困難になります。また、管理コストは永続的に必要になります。 

 消費者庁には個別の原料原産地表示をいたずらに拡大するということなく、フードチェ

ーン全体での正確な情報統合や連携の旗頭になっていただき、消費者が正しく情報を読み

解き、冷静な消費行動ができるよう、具体的な施策をまず進めていただきたいと考えてお

ります。加工食品への原料原産地表示の義務拡大につきましては、広く俯瞰して判断して

いただくようにお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○相本食品表示課長 ありがとうございました。 

 続きまして、食のコミュニケーション円卓会議、市川様、お願いいたします。 

○市川（食のコミュニケーション円卓会議） 皆様、こんにちは。食のコミュニケーショ

ン円卓会議代表の市川まりこです。 

 消費者庁におかれましては、文字での意見だけでなく、このような発言の場をつくって

くださったことに、まずは感謝を申し上げたいと思います。 

 私たちの団体は、食の問題について、よりよいコミュニケーションをはぐくみたいとい

う思いを持ってできた市民団体です。詳しくはホームページをご覧いただけたらと思って

おります。これから述べますのは、私たちの意見２点と補足の意見です。 
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 意見の１点目、原産地表示の基本的な考え方について。これは、食品の表示に関する共

同会議の中でしっかりと十分に議論されてきております。現状を変える理由は見当たらな

いのではないかと考えております。 

 意見の２点目、品目の拡大について。今は事業者の自主的な取り組みをきちんと推進さ

せるべき時だと考えております。新たな品目の拡大の必要はないと思います。 

 この私たちの意見の詳細は、皆様のお手元の事務局配付の資料の中に書いてございます

ので、読んでいただけたらと思います。 

 ここからは補足の意見です。 

 食品は、私たちが毎日、一生食べ続けるものです。危険な食品があれば、それを排除し

なければなりません。けれども、そもそも不安を全くゼロにするということはできないと

いうことを前提にした、さまざまな場面での対処が必要だと思っています。原料原産地表

示においては、この表示が必ずしも安全性を示すものではないということをはっきりと示

していただきたい。もし消費者の誤解があるとすれば、誤解を招かないようにしていただ

きたいと思っています。この場にいらっしゃる方にとっては当たり前のことなんですけれ

ども、実はこの当たり前のことが当たり前に理解されていないという現実もあるのです。 

 21 世紀は、表示のあり方一つをとっても、すべての関係者の方に持続可能性というこ

とを考えた対応が求められていると思っています。大事なことは、本当に必要な表示なの

か、誰がどんなメリットやデメリットを受けるのかということを、関係者同士が冷静に議

論することです。さらに、関係者のお互いの立場への思いを広げて理解しながら、消費者

全体の利益が最大限になるような、そういう一致点を探る努力が不可欠だと思っています。

消費者といえば、いつでも弱い立場にあるという見方も一部には根強いのですが、いろい

ろな体験を経て企業も変わってきているように、消費者というものも多様な視点を持って

きているのです。消費者を古い常識や先入観でとらえないで、今を生きる、一緒に暮らす

関係者、等身大でとらえていただきたいと思っています。 

 消費者庁は、単に消費者が望むからそれにこたえるというだけでなく、消費者に誤解が

あれば、それを丁寧に説明して、不安を解消していただきたい。そして、科学的な根拠に

基づいた真の消費者利益というものを追求することをポリシーとして、具体的な施策を通

してリーダーシップを示していただきたいと強く望みたいと思います。 

 以上です。 

○相本食品表示課長 ありがとうございました。 

 続きまして、全国消費者協会連合会、長見様、お願いいたします。 

○長見（全国消費者協会連合会） 全国消費者協会連合会事務局長の長見と申します。よ

ろしくお願いします。 

 私どもの会員は、各地にあります消費者協会の連合体です。その地域では、それぞれ産

地になっているところが多くあります。その産地を控えて、地元の消費者協会では、長年

自分たちの地域の産物に対して強く意見を述べ、品質と安全性に対してかかわってきてい
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ます。そういう経緯がありますので、産地表示については非常に強い要望を持っておりま

す。その多くの意見としましては、加工食品の表示については、原料原産地表示をぜひし

てほしいということが強く望まれております。原料生産者は、生産される農地や海といっ

たものの産物に品質が左右されるということを非常に気にして、よい土壌とか海とかにな

るようにさまざまな努力を積み重ねてきているわけです。また、栽培方法とか安全対策と

いったことについても努力がされてきているところです。そういうことを地元の消費者団

体が見ていて、それらを評価してきているところがあります。 

 ところが、最近非常に輸入食品が多くなって、輸入製品が多くなってきております。例

えば昆布というものは、てっきり私たち一般の消費者は日本製品だと思ってきたわけです

が、近年は安い東南アジア製の昆布がたくさん入ってきているという実態にちょっと驚か

されるわけです。そういうところに対して、産地表示をしてほしいという強い要望が出て

くるわけです。いろいろな努力をして品質と安全対策を図ってきている産地に対して、価

格競争のみでそういうものの価値を認めなくなるようなことは、消費者にとっては望まし

いことではないと考えております。また、実態的には不当な誇大な産地表示が出回ったり、

根拠のない偽装表示が出てきたりしているわけです。そういうものを規制するためにも、

罰則規定のあるＪＡＳ法のもとに義務づけをしていただきたいというのが、強い要望です。 

 また、原料原産地表示にとっては、先ほど言いましたように、産地を評価する目安とな

るわけで、不当な表示が出回っていかないように、その体制づくりというものが重要にな

ってきています。したがいまして、繰り返しますけれども、原料原産地表示というものを

罰則がある義務づけ表示にしていただいて、消費者が安心できる目印となるようにしてい

ただきたいと考えております。特に今回挙げられている品目については、原料の役割の影

響が非常に大きいウエートを占めているものですから、ぜひ原料原産地表示をつくってい

ただきたいと思います。食品の原料原産地表示は、消費者の知らされる権利や選択できる

権利の大きな要素です。ぜひＪＡＳ法のもとに、この４品目についての表示を義務づけて

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○相本食品表示課長 ありがとうございました。 

 続きまして、太陽化学株式会社、加藤様、よろしくお願いいたします。 

○加藤（太陽化学株式会社） 太陽化学の加藤でございます。品質保証を担当しておりま

す。加工食品メーカーの一社として、意見を述べたいと思います。 

 まず、基本的な考えでございますけれども、農林水産省が出されました義務対象品の選

定要件Ⅰ・Ⅱ、これは基本的には賛成しております。ただ、これの対象品を広げたり、ま

たは原材料すべてを原産地表示とするなど、拡大することについては非常に問題があると

いうことで述べさせていただきます。 

 まず、加工食品といいますと、メーカーは安価で一定の品質を確保するということを第

一条件と考えております。したがって、特定の品質を求める原材料や副原料以外は、コス
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ト面から原産地を特定しない原料調達を実施しております。それが基本でございます。従

って、原産国も複数ございます。一国とは限りません。また、使用量においても、品質を

一定にするために、またはロット間の品質を一定にするために、原産地の異なる原料の割

合を変えたりすることも日常でございます。そうしたことから、原産地や配合割合を変え

るたびに一部を変えて表示するということは不可能だということであります。 

 それから、加工食品の成り立ちでございますけれども、加工食品は、いわゆる原料と言

われる中には加工食品自身が原料の場合もございます。また、複数のメーカーにわたって

加工されてきています。実は私どもは、原料を約 3,000 種類調達いたしまして、約 2,500

の製品をつくっております。そして食品メーカーに提供している、いわゆる中間の加工食

品メーカーになります。このように、複数のメーカーの加工を介して最終の食品になると

いったものもかなりあると思います。その業者間におきましては、このような規格書類で

情報を伝達しております。これが 10 枚から 20 枚程度になるわけです。例えばその商品の

原料が 20 種類あるとしますと、細かくて見えないと思いますけれども、このぐらいの情

報が必要になります。これが一つの商品ですが、これだけの原料を使って、それぞれの原

産国からアレルギー情報まで細かく載せたものです。こういった情報が 10 枚。さらに、

この商品の原料にまた原料の規格書が要るといったことで、非常に複雑になっております。

そういったトレースで原産地表示を正確にしていくということになりますと、慎重に対応

しなければならないことをご理解していただけると思います。 

 また、最近では、表示ミスになりますと回収という騒ぎになりますので、二重、三重に

チェックをしております。そのためにたくさん経費がかかるということも理解していただ

けると思います。 

 最後に、誤認の問題があります。原産地を一部だけ表示いたしますと、優良誤認という

場合がございます。すなわち、都合の良い産地のみを表示すれば、産地で優良誤認される

場合があります。また、食品添加物におきましては、原料が石油や鉱物といったものもあ

ります。現在ではそこまで議論されていないと思いますけれども、最終的に全面的に表示

するというのであれば、その点でも問題が出てくると思います。 

 最後ですけれども、もし表示拡大するのであれば、義務ではなくて、自主性に任せるべ

きではないかと思います。その場合、本当に表示したいのであれば、先ほどの優良誤認で

はありませんが、一部だけ表示するのではなくて、表示するならすべて行う、そしてパー

セントまでしっかり書くということで、消費者に責任を持って正確な情報を提供するとい

うのが必要ではないかと思います。それ以外は、むやみに表示拡大する必要はないと思っ

ております。 

 以上でございます。 

○相本食品表示課長 ありがとうございました。 

 続きまして、食の安全・監視市民委員会、神山様、よろしくお願いいたします。 

○神山（食の安全・監視市民委員会） おはようございます。食の安全・監視市民委員会
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代表の神山美智子と申します。よろしくお願いいたします。 

 私たち食の安全監視市民委員会では、早くから食品表示法制度を制定するべきだという

意見書を出して運動をやってまいりました。今までのご発言の中にもありましたけれども、

食品の表示制度は複雑で、これは事業者の方にとってのご負担も非常に大きい。これを一

本の法律にして、食品の表示に関する法律を制定するということをまず考えなければいけ

ないと思っております。その場合に、食品の表示は、消費者の知る権利、選択の権利の保

障と、それから事故が起きたときのためのトレーサビリティのためであると、その２つを

目的とすればいいと思っておりますし、こういった原則をまず打ち立てる、そして一つの

法律をつくる。それから、すべての食品について、消費者が知りたいと思う情報を知るこ

とができるということの体制をつくっていただく。これが必要だと思います。すべてが表

示であるかどうかは別問題ですが、少なくとも知りたい情報は入手できるという体制がな

くてはいけないと思います。ですから、今回のこの原産地表示を拡大するという点につき

ましても、これまでも少しずつ少しずつ拡大してきましたが、こういう拡大していくとい

う方向自体が間違っている。すべて表示させるという原則をまず打ち立てて、そこから表

示を免除できるのはどういう場合なのかということで、表示させなくてもいいことを落と

していくという作業こそ必要であって、少しずつできるところから拡大していくというの

では、いつまでたっても複雑怪奇なままであると思います。 

 私たちの「食品表示法制定への提言」というものは、プリントいたしまして事務局にお

預けしてありますので、ご関心のある方はぜひお読みいただきたいと思います。 

 どういう表示をさせるかという具体的なことについては、事業者も、消費者も、また表

示担当者も、みんな含めた会議の場を設けて、そこで個別具体的に検討していくべきであ

ると思っております。 

 それから、先ほど来トレーサビリティという言葉が出ておりますが、トレーサビリティ

というのは、事故が起きたようなときに逆にたどれるということですけれども、食品の表

示に関しては、トレーサビリティではなく、食品を供給する、原材料を供給する事業者が、

原材料に、食品に関する情報をつけて売らなければいけないということだろうと私は思っ

ております。これは、消費者が知りたいというだけではなくて、末端の事業者の方も当然

知らなければならないことで、このことをきちんと伝えていかなかったために、一昨年の

汚染米事件で多くの末端の事業者の方たちが、国産米だと思っていたら汚染された輸入米

であったという被害を受けて、それを知らずに私たちは食べてしまったということが起き

たわけですから、この問題についても、米のトレーサビリティ法はできましたけれども、

そうやって次々に新しい法律をつくって新しい制度をつくるのではなく、食品の表示の一

本化ということからまず始めるべきであると思います。 

 すべてのものを表示するというのは、物理的なスペースの点から不可能であろうと思い

ます。しかし、ではどこまで書かせるのか。例えば、例示に出ていた昆布巻というのがあ

りましたけれども、ニシンの昆布巻だとすれば、昆布もニシンも当然書かせるべきで、場
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合によってはそれ以外の添加物についても、添加物のつくり方がおかしな国から輸入され

るということもあるそうですので、場合によれば、そういう添加物の原産地表示が必要に

なる場合もあるかもしれないという個別具体的な検討をその次にやっていただきたい。一

番必要なのは、情報が上流から下流へ伝わっていくという、化学物質の世界では常識にな

っているという仕組みを食品の世界でもぜひつくっていただきたい。それが、例えば表示

できないものだったら、ウェブでホームページにアクセスするとわかるとか、あるいは

0120 の電話をかければ教えてもらえるとか、そういったことをぜひお考えいただきたい

と思っております。 

 以上です。 

○相本食品表示課長 ありがとうございました。 

 続きまして、菅様、よろしくお願いいたします。 

○菅 私は消費者団体の事務局の仕事をしておりますが、団体名がこの意見表明をするに

当たり出てしまいまして、私、今回の意見は個人で出させていただいておりますので、関

係団体の皆さんにご迷惑をおかけしてしまいまして、今回は個人ということで、菅いづみ

ということで意見を出させていただきたいと思います。ただし、私は消費者団体の事務局

という立場でありますので、いろいろな消費者の方のご意見を伺ったり、それからいろい

ろな委員会等で事業者の方の意見を聞かせていただいたり、現状を見させていただいたり

ということを数多く、どちらかといえば一般の消費者の方よりはそういったことを知り得

る仕事をしておりますので、そういったところから意見を述べさせていただきたいと思っ

ております。 

 まず、ＪＡＳ法の原産地表示というのは、消費者が原産地から品質の違いを知って商品

選択をするための情報と考えております。私は次の２点の理由から、むやみに原産地表示

を拡大することにはちょっと不安を覚えておりますので、意見を表明いたします。 

 まず１点目なんですが、現実的に可能かどうかということです。加工食品というのは、

品質を一定に保つために原材料の産地を変えてつくられているものが少なくありませんし、

また、ほかのものもそうですけれども、加工食品は安価であることを非常に求められてお

ります。そこで、加工食品の原料は、季節やそれ以外のことも含めて、調達先を変えると

いうことがたびたび行われると聞いております。そういった状況にあるのが本当に頻繁な

のではないかと思っているのですが、このような状況で果たして加工食品における原産地

の表示義務が拡大できるものなのかということにちょっと不安を覚えております。 

 これまで加工食品の原産地表示というのは、先ほど来出ておりますとおり、表示の共同

会議で数年にわたり検討されていることは存じております。そこのところでたどり着いた

のが現在の 20 品目分だと認識しております。それ以上の拡大は難しいというところで、

今回消費者庁のほうに表示のことは移りましたけれども、そのバトンタッチに当たって、

大くくり表示といった議論も出てきているのかと思います。品質や価格を一定に保つため

の原産地の切りかえなのに、例えば包材とか、そういったものにもプリントしていかなけ
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ればいけないということで間違いを起こしてしまっては、結果的には偽装表示になって、

ますます消費者の信頼が薄れることになりかねないのではないかと思っているわけです。 

 それから、２点目ですが、原産地表示の拡大ばかりにとらわれ過ぎると、原産地がわか

ることが食品の安全につながるかのごとく、消費者の誤解を招いてしまうのではないかと

いうことです。私たちが食べる食品の安全性というのは、的確な原料の調達と確実な衛生

管理に基づく製造であって、決して原料の原産国で決まるものではないと私は思っていま

す。しかし、多くの消費者からは、例えば冷凍食品から基準値以上の農薬が検出されたり、

牛乳のメラニンの問題などから、中国の食品にはどうも不安を覚える、だから中国のもの

は食べたくないといったことをおっしゃる方も大勢いらっしゃいます。多くの方が、そう

いう点でいくと、原産国や加工地がどこであるかということで安心を得ようとしていらっ

しゃるのではないかと思います。私は、ただ原産国にかかわらず、適切に生産された原料

であることが事業者において把握されて、しっかりとした衛生管理のもとで製造されるも

のが安全な食品だと考えています。ですから、原産国表示が安全の確保につながるといっ

た誤解を招くようなＪＡＳ法の原産地表示の拡大だけを急ぐような政策にはちょっと疑問

を覚えております。 

 だからといって、商品の情報は消費者に知らされなくてもいいとは思っていませんし、

消費者には適切な情報が積極的に提供されるべきだとは思っています。消費者が原産地表

示ばかりにとらわれてしまうのは、原料調達の現状や衛生管理などの情報が極端に少ない

からだと考えています。原料の情報、そしてそれをどのような衛生管理のもとで製造した

か、厳格な管理で流通されたかということなので、食品関連の事業者は、自分が扱う商品

の情報は責任を持って管理すべきです。製造者や流通・小売などの食品にかかわるすべて

の事業者は、消費者が知りたいときに素早くそれらの情報が提供できるようにすべきです

し、積極的にそれらを行ってほしいと思っております。しかし、食品製造に関連する事業

者は圧倒的に中小企業なので、それについて行政機関のほうが援助を行っていただきたい

と思っております。 

 最後に、消費者が商品選択に当たって正しい判断ができるような情報は、表示だけにと

どまらず、通信販売・インターネット・メディアなどからの情報も整理されることが必要

だと思っております。 

 以上です。 

○相本食品表示課長 ありがとうございました。 

 続きまして、社団法人日本フードサービス協会の関川様、よろしくお願いいたします。 

○関川（社団法人日本フードサービス協会） 日本フードサービス協会の常務の関川でご

ざいます。 

 私どもは、我が国における外食産業の近代化を図り、食生活の向上と新たな食文化の形

成に資することを目的として、各種の活動を展開している業界団体であります。会員は、

外食店舗を経営する企業並びに外食に関連した事業者でございます。 
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 外食産業の事業規模は、平成 20 年度は 24 兆 4,000 億円、これにいわゆる中食を含みま

すと約 30 兆円で、全国の店舗数は 72 万店、従業員は 412 万人であります。このうち私ど

もの協会の会員は、中堅・大手の外食チェーンを主体に、会員数 850、店舗数約７万

2,000 となってございます。 

 食品の原料原産地表示については、消費期限や消費期限切れ原材料使用などの事件を契

機といたしまして、今まで以上に正確かつ丁寧な情報発信が求められるようになりました。

このため、協会では、平成 17 年に農林水産省と一緒に「外食産業の原産地表示ガイドラ

イン」を策定し、これに基づいて自主的な原料原産地表示の取り組みを行っているところ

であります。その結果、協会会員を対象としたアンケート調査によりますと、「原産地表

示の実施に取り組んでいる」と回答した事業者は 94％、店舗ベースでは 86％に上り、少

なくとも各社の主力メニューの原料原産地表示に関しては、それぞれの自助努力によって

取り組みが進んでいると考えております。 

 原産地表示の実態ですけれども、では表示の対象とする原材料はどんなものがあるかと

いうことを調べますと、メニューの主たる原材料、ステーキであれば牛肉ということにな

ります。それから、メニュー名として用いられている原材料、サケのムニエルであればサ

ケということになります。それから、こだわりの原材料、旬のサンマの塩焼きであれば、

サンマです。それから、売れ筋、定番などの主要メニューでは、主たる原材料以外にも、

例えば豚カツであれば、豚肉はどこ、それからキャベツはどことか、そういった主たる原

材料以外にもつけている例も多くございます。いずれにいたしましても、それぞれの店舗

に合わせていろいろな工夫がなされているということであります。 

 それから、表示の手段ですけれども、メニューブック、ウインドウのメニューサンプル、

店頭の黒板、ポスター、あるいはホームページにも詳細を掲示している。なお、飲食店の

特性上、従業員、あるいはお客様相談室の問い合わせに対してお答えすることにも努めて

おります。 

 さて、外食産業におけるメニューの表示は、消費者の皆さんが商品購入をする際の情報

源として、この原料原産地についてもさらに強化してほしいという声があることも承知し

てございます。しかし、今お隣の消費者団体事務局の方がおっしゃられましたけれども、

食の安全の担保というのは、どこの地域でつくられたかということではなくて、どういう

生産・加工・流通・保存等のフードチェーンの各段階で安全性がどのように確保されるの

だということが重要であると考えております。また、個別品目の原産地表示の拡大につい

ては、その品目に係る消費者、事業者それぞれの具体的なメリット、デメリットはどのよ

うかを整理する必要があるかと思います。 

 一口に食産業といいましても、ファミリーレストラン、ファストフード、ディナーレス

トラン、居酒屋など、その業種・業態は多岐にわたりまして、またこれもお隣からお話が

ございましたけれども、経営規模では中小企業が９割、九十数％を占めているという実態

もございます。第２に、提供されるメニューも、年３～４回改定される定番メニューから、
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１カ月単位の季節メニュー、さらにはその食材を調達できないということで急遽メニュー

の変更ということもございまして、広範かつ変化は激しい。それから、食材の調達につい

ても、それぞれのメニューの用途に応じて、産地、メーカー、流通の業者を選択し実施し

ている。調理も、セントラルキッチン方式をとっているところもあれば、各店舗で行って

いる場合もあり、千差万別であります。 

 このような状況において原料原産地に取り組むには、消費者、事業者双方の利益の観点

から、自主的なガイドラインに沿って推進することが妥当と考えており、このことは事業

者の創意工夫と意欲を引き出し、一層の表示の拡大につながるものであるということをご

理解いただきたいと思います。 

 以上であります。 

○相本食品表示課長 ありがとうございました。 

 続きまして、山梨県消費者団体連絡協議会の田草川様、よろしくお願いいたします。 

○田草川（山梨県消費者団体連絡協議会） 山梨県消費者団体連絡協議会の事務局長をし

ております田草川と申します。今回、意見を提出するのはどうかなと思っていたんですけ

れども、地方に住んでいる人が何人か出たほうがいいかなと思いまして、非常に情報が少

ない中で私たちはこのことをどう考えているかということをお話ししたいと思います。 

 まず法律と情報の伝達についてですが、関連する法律はもう幾つもあるし、それから最

近は米トレーサビリティ法とか、そういうものがありまして、新しい法律の中で原料原産

地をどのようにやるかということとか、品質表示基準とか、非常に多岐にわたっているわ

けです。そういう点で、消費者にとっては非常にわかりにくくなっていると思います。こ

れらの法律が本当に整合性のあるものかどうかといったことも、またそういうことが事業

者とかそういうところに伝達されているのかということについても、なかなか難しいとい

う状況にあると思います。今年の 10 月１日から施行される米トレーサビリティ法では、

国産または外国産の場合、何々国産と表示・伝達することになっていますが、米加工食品

の場合はＪＡＳ法と矛盾するようにも思います。また、外食産業等においても、原料原産

地表示はガイドラインとなっていますが、米飯類においては義務表示になるといったこと

でした。先日、山梨県でも米トレーサビリティ法と改正食糧法の説明会も開かれまして、

参加したのですけれども、まだ理解できないというところがいっぱいあるように思います。

こういう法律の整合性をきちんと図っていただきたいと思いますし、また消費者によくわ

かるような進め方が必要ではないかと思います。 

 ２つ目は、消費者は「原料原産地表示を求めています」ということです。食品等事業者

の中には、原料原産地表示は食品の安全とは基本的に関係がないので、これ以上の表示義

務は賛成できないという声もあります。消費者は、食品の安全性のみを表示に求めている

わけではないと思います。その食品がどんなものであるかを知るための一つとして、原料

原産地を知りたいのだと思います。本来ならすべての食品の原料原産地の表示が必要だと

思いますが、その手段などが非常に難しいということは承知しております。しかし、今回
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提起されている加工食品の表示の拡大については、義務としてもよいのではないかと思っ

ています。今回提起されている加工食品の原料原産地表示は、義務が多くなればなるほど

偽装が起きるとか、複数の産地、構成する内容量が少ないものが多種類ある等の理由を考

えても、これに反対するというのは正しいとは思えません。表示する手段を考え、消費者

が原料原産地を知りたいというごく普通のことが伝えられるようにする必要があります。

食品のトレーサビリティは、すべてがわかるということが必要ですけれども、その方法と

いうことをぜひ各会議で根気よく、消費者も理解するように努力したいと思いますが、わ

かりやすく、整合性のあるものにしていただくことが必要ではないかと思います。 

 以上です。 

○相本食品表示課長 ありがとうございました。 

 続きまして、社団法人全国消費生活相談員協会、谷様、よろしくお願いいたします。 

○谷（社団法人全国消費生活相談員協会） 全国消費生活相談員協会「食の研究会」代表

をしております谷敬子と申します。よろしくお願いいたします。 

 原料原産地情報の表示について、新しく導入が検討されています大くくり表示、可能性

表示については、原則反対したいと思います。理由としましては、表示方法はできるだけ

シンプルで同じルールであることがわかりやすいと思います。加工食品の原料原産地表示

義務の対象を拡大するとしましても、現在の対象品である４品目及び 20 食品群と同じ方

法で表示していただきたいと考えます。選ぶときの目安になるための表示でありますから、

購入時に欲しい情報です。また、誰でもパソコンを持ち、インターネットを利用できるわ

けではございませんので、大くくり表示、可能性表示には原則反対したいと思います。 

 具体的に申し上げますと、原則として原料原産地の表示をしていただきたい。原産地が

複数の場合は、上位３位までの原材料、かつ重量に占める割合が５％以上のものについて

原産地を記載し、以降はその他との表記でよいと考えます。 

 商品名にその名称を付された原材料につきましては、原材料中における使用割合ととも

に原産地表示をしていただきたいと思います。 

 頻繁に原料原産地が切りかわる場合ですが、可能性の国名を使用比率上位３位までの原

材料、かつ重量に占める割合が５％以上のものについて表示し、注意表示として「季節に

より使用比率は変わります」と書いていただきたい。同時に、正確な情報提供の問い合わ

せ先を明示するようにしていただく。こういう方法もいたし方ないかと考えます。この場

合ですが、切りかえ頻度及び上位３位の決め方などの基準が必要かと考えます。 

 非常に頻繁に原料原産地が切りかわる場合や物理的にスペースに制約がある場合は、大

くくり表示として、その商品に表示されたロット番号や賞味期限から、電話・ファック

ス・インターネットなどによって原料原産地情報を知ることができるようにしていただく。

また、できれば販売店で情報を得られるようなシステム構築があれば、なおよいと考えま

す。ただし、これについても、産地切りかえ頻度やスペースに一定の基準が必要と考えま

す。 
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 現状では、単一の農畜産物の重量の割合が 50％以上である商品が、原料原産地義務表

示の対象要件になっていますけれども、原材料の重量に占める割合が上位３位までのもの

で、かつ重量に占める割合が５％以上のものに変更を望みます。結果として義務表示の拡

大となります。理由としましては、野菜冷凍食品・農産物漬物 300 グラム以下の場合は、

原材料の重量に占める割合が上位３位までのもので、かつ重量に占める割合が５％以上の

ものについて、原料原産地表示が義務化されています。また、原料原産地表示ではありま

せんけれども、加工食品の遺伝子組み換えの義務表示も、原材料の重量に占める割合が上

位３位までのもので、かつ重量に占める割合が５％以上のものとなっております。今まで

の食品表示に関する共同会議で検討を重ね、適切な表示対象の範囲として、原材料の重量

に占める割合が上位３位、そして重量に占める割合が５％以上という基準が考えられたの

ではないかと思いますので、加工食品の一般的なルールにしていただければと思います。 

 濃縮還元ジュースなどは、かなり安価な商品もありますので、原料原産地表示を望みま

す。ただ、それがよくわからないということであれば、輸入中間加工品の原産地表示もい

たし方ないと考えますが、原料原産地と誤解しないように表示方法を考えていただきたい。

現状では、リンゴジュース濃縮還元の原材料の欄には「リンゴ、香料、酸化防止剤」とい

うふうに表示されていますので、原材料が中間加工品であることはわかりません。この辺

は非常に注意していただきたいと思います。中間加工地とともに、できれば原料原産地も

併記していただきたい、原料原産地がわからない場合は「不明」と書いていただきたいと

思います。 

 年々、中食の利用者がふえておりますので、インストアで加工された半製品や弁当など

も、商品選択の目安として食品表示の対象としていただき、原料原産地表示対象品には原

料原産地表示をお願いしたいと考えております。 

 ありがとうございました。 

○相本食品表示課長 ありがとうございました。 

 続きまして、戸部様、よろしくお願いいたします。 

○戸部 品質マネジメントシステム主任審査員の戸部と申します。よろしくお願いいたし

ます。本日は発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。 

 本日は、原料原産地の表示のあり方ということがテーマではございますけれども、原料

原産地の表示を考えるときに、もう少し視野を広げて、食品の表示全体あるいは食品に関

する情報提供のあり方という視点で考える必要がありそうだと思っています。消費者が食

品を口にしたときに、おいしいと感じるのは何によるものでしょうか。おいしいと感じる

ものが何によってもたらされているのかということを考えてみる必要があるのではないか

というのが私の問題提起でございます。そして、そのおいしいという感覚を提供すること

ができる品質を確保するための要因というものをいま一度整理して、品質に応じた妥当な

評価がされる仕組みづくりと、優先順位を考慮したバランスのよい情報提供ということを

提案したいと思います。 
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 原料原産地につきましては、商品選択の情報の一つとは思いますけれども、どの程度情

報として有効なのかということについては疑問があります。お手元に資料をお配りいただ

いていると思うのですけれども、図１のところに、食品の品質を支える要因について、原

料ができて私たち消費者の口に入るまでのプロセスごとに特性要因図に示してみました。

品質に影響する要因というのは原料原産地だけではないということがわかります。食品の

種類とか形態によってその影響する要因や程度というものは異なってまいります。下の図

２に示しますように、特に加工品におきましては、加工の程度によって品質に影響する要

因とか程度というものは大きく異なって、加工の程度が高くなると、原料が寄与する程度

は少なくなってまいります。このようなことから、原料原産地を表示することを前提とす

るのではなくて、品質に影響する要因とその程度というものを明らかにして、商品選択に

役立つ情報、必要な情報は何なのかということをいま一度確認してみる必要があると考え

ています。 

 ある産地のものは高く売れて、別の産地のものは安くしか売れないという現象とか、産

地偽装ということが起こっていますけれども、そもそも産地に対する理解・解釈というも

のが正しくないのではないでしょうか。おいしさは産地のみに由来するのではなくて、栽

培条件とか品種、環境条件を初めとする、生産者や事業者の努力とか工夫の結果なんだと

思います。きっと、どこどこ産という文字以上のものがあるんだと思います。消費者がそ

の努力や工夫を知って評価、判断することのほうが、よい商品選択ができて、同時によい

原料の生産、商品開発というものにつながるのではないかと考えております。 

 また、商品の表示というのは、安全性の確保と商品選択のための情報提供が目的である

と思います。これらの表示をするに当たっては、表示のスペースとか、情報としての量と

質ということを考える必要があって、優先順位を考慮してバランスのよい情報提供をする

ことが基本だと思います。私は、アレルゲンとか、保存方法とか、安全性の確保のための

表示をまず優先させるべきと思っております。 

 以上です。 

○相本食品表示課長 ありがとうございました。 

 続きまして、ＮＰＯ法人食品安全グローバルネットワーク、中村様、よろしくお願いい

たします。 

○中村（ＮＰＯ法人食品安全グローバルネットワーク） ＮＰＯ法人食品安全グローバル

ネットワークの中村です。現在は鈴鹿医療科学大学薬学部で教育とか研究に従事しており

ますけれども、それ以前は、フルーツコンサーブとかエキスとか、いわゆる中間品、調味

料とか、あるいは天然の食品添加物とか、そういったものを製造販売する企業で約 30 年

勤めました。天然素材の開発とか、製法の開発とか、天然原材料の購入とか、品質保証等

の責任者をやってきました。お買い求めいただきます食品事業様からは、原料の原産地に

ついて、規格書や伝票への記載による情報提供が求められました。責任ある立場としまし

ては、自ら圃場や工場をチェックするために、中国や欧米は無論のこと、ペルー、ブラジ
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ル、エクアドル、スーダン等、さまざまなところに出張してきました。製品アイテム約２

万、１日最大生産ロット約 100 として、原料購入管理システム、生産管理システム、品質

管理システムを統合し、毎ロットごとの原材料の変化を記録し、法的要求事項に限らず、

顧客の要求事項に対応したラベル印刷、試験成績報告書、納品伝票等を作成するシステム

の構築に関与してまいりました。 

 平成 20 年１月に加工食品の品質表示基準が改正され、平成 20 年４月から業者間取引に

ついても表示義務となりました。したがって、消費者向けの加工食品に比べまして、業務

用加工食品の生産個数は少ないという状況ですので、あらかじめ全項目を印刷したラベル

表示ではなく、変動事項のみをプリンターで印刷するような方式も可能であります。この

ような経験からしまして、業務用加工食品の原産地表示は可能であると考えます。現在、

そのコンピューターも非常に安価で高性能になっております。既に業務用加工食品を生産

される多くの企業で、品質保証書や伝票その他の方式で、原産地に限らず、顧客が要求さ

れる情報を提供していると思います。そうしなければ、採用というか、販売できないのが

実情ではないでしょうか。また、品質管理の最大のポイントは、ユニーク単位です。原産

地の異なる原料を用いた製品を同一ユニーク単位とするのか、しないのか。企業内の管理

にとってもこの問題は非常に大事な問題だと思います。また、業務用加工食品の原産地表

示の完全な実施により、加工食品の全面的な原産地表示の実施の条件が整備できます。そ

うした観点から、業務用加工食品、業者間取引の品質表示基準を強化していただき、原産

地に関する表示の義務化をお願いしたいと思います。 

 また、いわゆる健康食品の表示については、今、消費者庁のほうで検討されております

けれども、このものについての原産地の表示も求めます。例えばプロポリスであれば、中

国なのか、インド、ブラジル、日本とか、あるいはコンドロイチン硫酸というのか、サメ

軟骨抽出物であれば、中国、米国、カナダ、日本、こういった原産地を消費者は知りたい

のではないか、これを購買にとっての重要な判断材料にしているのではないかと考えます。

また、いわゆる健康食品につきましては、ＧＭＰも実施されようとしておりますので、原

産地表示は実施可能と考えられます。開示するということがデファクトスタンダードにな

っているということを考えると、「隠してもうける」から「開示してもうける」への路線

転換が食品業界にとって必要ではないかと考えます。 

 以上です。 

○相本食品表示課長 ありがとうございました。 

 続きまして、社団法人日本惣菜協会の二瓶様、よろしくお願いいたします。 

○二瓶（社団法人日本惣菜協会） 日本惣菜協会の二瓶と申します。よろしくお願いしま

す。 

 昨年の表示共同会議のまとめ以来、今回のテーマである原料原産地の検討がどのように

なっていくのか、ちょっと見えていなかったのですが、このたびこういう意見を申し上げ

る機会をいただいたことを大変ありがたいと思います。 
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 私どもの業界、惣菜や弁当の業界は、製造業、あるいは製造と小売を兼業しているよう

なケースがありますし、また販売形態も、百貨店の中でのテナント、あるいはスーパーマ

ーケットにおいて製造小売、それも対面であったりセルフであったりといったことをやっ

ていますし、加えて専門店といった業態もございます。多様な業態、そして経営規模も中

小零細の事業規模を含む業界であるという特徴を有しております。また、その事業内容、

業務内容も、少量多品目生産ということが一般的であり、その日その場での臨機応変な製

造や販売をどうしても迫られるということでもありますし、それに使用する原材料も、一

般消費向け用のものと必ずしもすべて一致しているわけではなくて、いわゆる市場規格外

品とか、さまざまなものを活用しているという側面、機能を有していると思います。 

 主な原材料である生鮮食品のように、同一品種あるいは同一産地のものであっても、品

質のばらつきというのは非常に多くありまして、そういう意味で、私どもとしては、そう

はいってもできるだけ、斉一性といいますか、均質性の高いもの、かつ安定した価格のも

のをつくって、あるいは販売していくと考えた場合に、これは他の多くの加工食品につい

ても共通のことと考えますけれども、調達する原材料の原産地を固定化して考えるという

ことはまず無理なわけです。ある程度固定化しない状態で原料原産地の表示をフレキシブ

ルに頻繁に変更するというのは、現実的には困難のきわみと申し上げるほかありません。

そういうことで、原料原産地の義務表示の対象の拡大、あるいはそれに伴う表示の頻繁な

変更は、作業上も、システム的にも、少なからぬ投資、あるいはミスの発生の可能性とい

う困難性がどうしても伴ってまいると思います。そういう意味で、コスト的にも物理的に

も極めて厳しい状況が想定できます。 

 それから、既に複数の方がご発言されましたけれども、今回のテーマである原料原産地

の表示については、ＪＡＳの品質表示基準は文字どおり品質にかかわるものであって、先

ほど来出ているように、２つの要件がありました。今 20 食品群を設定するときの原則と

言ってもいいと思うんですけれども、原産地に由来する原料の品質の差異が加工食品とし

ての品質に大きく反映されると認識されている加工食品を対象にしており、かつ原材料中

50％以上を占めるものという考え方は、引き続き尊重されるべきものと考えております。 

 また、弁当・惣菜のように、その場でつくり、その場で販売されるというものについて

は、ＪＡＳの品質表示基準の表示は免除されている。この免除されている原材料表示と原

料原産地表示との整合性はどうとらえていくようなことになるのか、注目しております。 

 そうはいっても、消費者の皆さんからすればさまざまな情報提供を望まれていることは

十分承知しておりますので、直接商品への表示以外の方法、例えば刺身盛り合わせのよう

に、あれは加工食品になりますけれども、頻繁に内容や産地が変更になりますので、商品

そのものにではなくて、ボード表示とかＰＯＰでの近接表示といった形で弾力的に、かつ

積極的に情報提供を強めていくということが求められていると思いますし、そのように努

力したいと思います。 

 最後に、今後のこの見直しについては、十分時間をとって検討を重ねていただいて、従
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来のように、表示共同会議時代のように、資料を含めた十分な公開をしていただき、丁寧

な意見の募集に今後とも留意していただければと思います。 

 以上です。 

○相本食品表示課長 ありがとうございました。 

 続きまして、社団法人日本べんとう振興協会、樋浦様、お願いいたします。 

○樋浦（日本べんとう振興協会） 日本べんとう振興協会の樋浦憲次でございます。 

 私どもは、主に弁当・おにぎり・サンドイッチなどをコンビニに納めているメーカーの

集まりであります。大体 44 社ほどあります。それで、米の使用料が年間 30 万トンぐらい

になります。 

 今朝、麻布十番から歩いてきたんですけれども、そこの近くのコンビニで弁当とおにぎ

りをちょっと参考に買ってみたわけなんですが、これは今、表と裏と２カ所に表示してご

ざいます。それで、私は、今日この会議に出るということもあったんですけれども、どう

いう人が弁当・おにぎり・惣菜を買って、表示をどのぐらい見ているのかなということを

実際に見る必要があると思って、昨日の午後コンビニに行きました。そうしたら、２時間

の間に弁当・おにぎり・惣菜を買った人が 18 人いらっしゃったんです。そのうち、弁当

の裏の表示を見た人はゼロでした。ですから、消費者あるいは国民という中で実際にどれ

だけの人がそういう表示というものをきちんと関心を持って見ているかというと、少なく

とも昨日の２時間の間ではゼロであった。 

 先ほど生活協同組合のユーコープの方からお話がありました。180 万人の会員がいらっ

しゃって、年間２万 4,000 件の問い合わせがあると。いろいろな質問の中で付随的になさ

れた原産地表示の問い合わせを含めて 42 件ですか。ということは、180 万人の中で問い

合わせが２万 4,000 件あって、その問い合わせの中で原産地表示については１％もないと、

0.2％弱でしょうか。実際、私どもの会員も、製品には必ず電話番号を入れておりまして、

照会、問い合わせに応じるようにしているわけなんですが、いろいろな照会があるんです

けれども、生協さん、ユーコープさんと同じように、原産地表示についての問い合わせと

いうのは、全くないと言っていいほど、ほとんどないというのが実情です。 

 そういうことを考えますと、いわゆる全体のバランス感覚といいますか、先ほど多くの

方からもご発言がありましたけれども、表示をふやすとなれば、このスペースがさらに大

きくなるということで、それが、字が今現在も必ずしも大きな字ではなくて、お年寄りの

方などはちょっとなかなか読めないような字の大きさでさえそうですから、これをさらに

するとなれば、非常に中が見えないほどになってしまう懸念もある。先ほどいろいろな原

材料の中で、調味料とか、それは非常に多くの原材料、中間材料のさらに多くのものは非

常に大きな数になって、膨大なスペースになるというお話もございました。そのようなこ

とを考え合わせますと、むやみにふやしていくことが必ずしも現状のそういう消費者の関

心も含めていいのかどうかという点について疑問を持つ部分がございます。 

 それから、先ほど惣菜協会さんの話があったんですけれども、仮に表示をふやすとなる
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と、そういった機械装置あるいはシステム等もやらないといけないということで、例えば

現在、話が飛躍するようですけれども、税収が非常に落ちているということが問題になっ

ております。法人税が一時の半分しかない。いろいろな要因があるけれども、こういうこ

とをやっていった場合、価格転嫁はほとんど難しいでしょうから、コストがかかったから

値上げしてほしいということはまず無理であると考えておりますので、税収がさらに減る

ということも考えられます。だから、そういったことも含めて、俯瞰的にというお話もあ

ったんですけれども、公平公正な全体のバランス感覚を持った観点から進めていただきた

いということを望みます。 

 以上です。 

○相本食品表示課長 ありがとうございました。 

 続きまして、ＮＰＯ法人東京都地域婦人団体連盟、飛田様、お願いいたします。 

○飛田（ＮＰＯ法人東京都地域婦人団体連盟） 飛田でございます。皆さん、こんにちは。

今日は発言の機会をお与えいただきまして、ありがとうございます。 

 今お二方、惣菜やお弁当の業界のお話が続きましたが、私どもは流通過程で言えば川下

の消費者の立場でございます。私ども東京都地域婦人団体連盟は、発足して 62 年になり

ます。全国的な横のつながりの全国地域婦人団体連絡協議会の発足の基礎をつくった団体

でございます。食品の表示につきましては、ＪＡＳ法の歴史のかなりの部分で、対象品目

の選定、表示、分析調査にかかわり、輸入品についても同様に調査に協力した実績を持つ

消費者団体です。ＪＡＳのあり方については、長年にわたり消費者としての立場を表明し、

必ずしも受け入れられたということでもございませんけれども、また食品表示の適正化を

図るために、さまざまな公正競争規約の作成にもかかわってきた長い経緯がございます。 

 さて、原料原産地表示の対象拡大は、食料自給率向上のためにも大切であり、消費者が

必要な情報を知り、適切な選択を行う上でも、欠かせない基本的な条件であると認識して

おります。先ほどお弁当の例を示されておられましたが、私どもが求めておりますのは、

中身が見えなくなるではないかというご指摘がございましたけれども、本体表面もしくは

側面など、容器の裏側を除いた部分への的確な表示が必要だと考えております。本体への

一括表示は、製品の情報公開の重要な方法であり、消費者の知る権利、選ぶ権利に直接影

響を及ぼすだけに、トレーサビリティの確立が急務です。外食・中食、お弁当や惣菜につ

いても、原産国表示の拡大による情報開示は不可欠であると考えております。 

 さて、具体的な内容に入りたいと思います。今日配付していただきました資料は２種類

あるようですか、私の手元にありますのは意見交換会の一般資料でございますが、そこに

余り書いていないことから、ここの３枚目に私どもの個別品目についての意見も記載して

おりますが、それより先に、新たに提案する追加すべき９品目についてお伝えしたいと思

います。食卓におなじみであり、欠かせないもので、ぜひご検討いただきたい品目は下記

のとおりです。総論の資料をお持ちの方は 15 のところにございますようです。ジャム類、

みそ、しょうゆ、食酢、加工とうがらし、加工わさび、加工からし、加工ゴマ類、粉山椒、
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これら基礎的な品目の追加をまず考えていただきたいと思っております。 

 次に、その理由を申し述べます。生産資材が一般に少なく、日常的に利用され、しかも

伝統食品が大部分を占める、お示しした基本的な９品目については、今後加工食品の原料

原産地表示を拡大する際には、20 品目プラス４に次いで優先的に取り組む必要があると

考えております。これらについては、情報を提供されることにより表示を通して消費者教

育にもつながります。 

 残念ながら食料自給率の低い我が国においては、食のグローバル化はとどまるところを

知らず、事業者の低コスト原料調達への期待も手伝い、幅広い品目にわたって輸入依存度

が高い現状です。消費者には、輸出国側の農薬・ポストハーベスト規制、肥料や動物用医

薬品、飼料についての規制、遺伝子組み換えに対するその国の姿勢、輸入中間加工品にあ

っては、食品添加物規制や食品への放射線照射の取り扱いに関する法規制の違いなど、日

本に輸入される水際までトレースしたいことは実は山ほどございます。 

 原料の原産地（原産国）表示の拡大は、最低限、製品の由来を知る基本的な目安になる、

フードマイレージを知る手かがりになる、ほか国内産地表示からは、自給率向上にも寄与

する地産地消タイプの地域振興品か否かの判断を助ける、産地偽装を抑制するなどのメリ

ットがあり、積極的に推進する必要があると考えております。 

 原産国表示は、あくまでも具体的に国名を記載するのが原則ですが、原料の切りかえ対

応が難しい場合は、「Ａ国、Ｂ国・・・その他」表示ではなく、対象国をあらかじめ記載

しておき、○をつけるなどの工夫をしていただきたいものです。 

 中間加工品で原料原産国（地）がわからない場合には、「原料原産国（地）不明」と表

示し、生産資材が多く物理的に表示できないときのみ、本体表示を補う店頭表示やホーム

ページなどの活用をしていただきたいと考えております。 

 既にご提案のありました４品目については、どうぞこちらの資料をご覧になってくださ

い。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○相本食品表示課長 ありがとうございました。 

 続きまして、社団法人農林水産先端技術産業振興センター、村田様、唐澤様、よろしく

お願いいたします。 

○村田（社団法人農林水産先端技術産業振興センター） 社団法人農林水産先端技術産業

振興センター安全性・品質保証部会の村田と唐澤でございます。では、早速意見を申し述

べさせていただきます。 

 まず、この原料原産地は、これまでも原料原産地は順次拡大されてまいりましたが、こ

れまでは思想がかなり明確でございまして、原料原産地の違いによって製品の品質に影響

を与えるものという観点で選ばれてきたと考えております。その意味においては、当然原

料が製品の品質に影響するのであれば、それは表示することに対して私どもも賛成してま

いったわけでございますが、今後さらに拡大されていきますと、実際に品質に関係ない情
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報という側面が広がっていくと思います。 

 さらに、ブランドというのは製品の品質でございまして、ブランド戦略という形で一部

原料原産地表示というのが主張されているようにも思われますが、これは本来その製品の

品質によってやるべきものであって、ただ単に産地を表示したことでブランドというもの

の維持というのはやや筋違いではないかと考えております。 

 現在でも原料原産地を表示する手段は法律上ございます。例えば、ＪＡＳ法の中にござ

いますが、特色ある原材料表示、また義務表示以外の原料を表示する場合にあっては、義

務表示に準ずる形で表示しなさいということが決められておりますし、当然これを誤って

表示をすれば、違反表示ということで、処罰規定も適用されるわけでございます。ですか

ら、既に現在でも表示は可能である。ただ、それが 100％みんな表示しなければならない

となっていないわけでございます。これは、事業者並びに消費者とのお互いの関連によっ

てどちらが選択されるかということが決まってくるだろうと思います。 

 これまでも多くの方が述べてこられましたように、原料原産地を表示するためには非常

にコストがかかります。これは、原料原産地は、まず一つご理解いただきたいのは、特に

加工食品においては、製造ステップが非常に複雑であり、多段階だということであります。

一つの商品が出てくるまでに、その加工食品が次の加工食品の原料になるということで、

５段にも６段にも入れ子構造になっております。そういったものをすべて完全にトレース

していく、最終の企業がすべてをトレースバックするということは実際にはほとんど不可

能に近い状況でございまして、通常の事業者はワンステップごとにトレースバックまたは

ワンステップのトレースフォワードという形でトレーサビリティを確保してまいりました。

それをさらに拡大することになれば、非常にコストがかかってまいります。 

 これは、例えばＩＴ利用ということが盛んに言われますが、ＩＴ利用においてもそうで

ありまして、通常、現在ホームページなどで原料原産地を公表されているメーカーさんの

多くは、大体１カ月に１度とか、せいぜい月に２回ぐらいの表示更新であろうと考えられ

ます。理由は簡単でございまして、１回の表示を変更するのにどれぐらいの人がかかるか

というのは、例えば１人の人間が 20 日間ぐらいやらなければ一つの情報を変更すること

はできないという数値もございます。ということは、１カ月１人の人間がそのために働き

続けなければならない、そんな状況が出てまいります。そういった負担をすることが本当

に必要なのかどうかということをこれからよく考えなければならないと思います。 

 消費者にとって原料原産地表示は必要ですかという質問をされれば、当然イエスという

答えが返ってまいりますが、そのときの聞き方としては、ではそれなりのコストを払いま

すかということを聞かなければ、片手落ちではないかと考えます。特に、８割以上が中小

企業であり、60％が輸入というこの日本において、どれほどそのためにコストをかけなけ

ればならないかということは、やはりぜひ考えるべきであろうと思います。 

 最後にもう一度強調したいと思いますが、現在でも原料原産地の表示のツールはあるの

だということであって、もし消費者の方々が絶対に必要だと考えられて、それを選択され
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れば、世の中の商品はそちらのほうに当然動いていく。それが市場原理だろうと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○相本食品表示課長 ありがとうございました。 

 続きまして、日本生活協同組合連合会、山内様、よろしくお願いいたします。 

○山内（日本生活協同組合連合会） 日本生活協同組合連合会の組織推進本部長をしてお

ります山内でございます。よろしくお願いいたします。 

 私が述べたい意見の結論は、ＪＡＳ法に基づく加工食品の原料原産地表示の対象品目拡

大には慎重であるべきというものですが、次の３つの視点から述べたいと思います。 

 まず１点目は、事業者による自主的な情報提供についてです。原料原産地表示は、消費

者の選択の幅を広げ、事業者のへの信頼を構築できる、非常に有益なものだと考えており

ます。私の所属する生協でも、消費者、組合員の皆さんの関心にこたえるために、義務づ

けの対象でない加工食品につきましても、原料原産地を把握できるものについては、ホー

ムページや宅配のカタログ、店頭でのお知らせや、お問い合わせの際の回答を通じて情報

を提供しております。このように努力をしてきたところですが、実際には正確な情報を提

供する上では幾つか課題がございます。例えば、加工食品の中には、安定的に一定の品質

を維持できるよう頻繁に原料原産地の切りかえをする品目もございますが、変更のたびに

正確にラベル表示を修正するのは実際には非常に困難でございます。また、商品そのもの

に表示するには、物理的なスペースの制約がありまして、小さな字にならざるを得ないと

いうことがございます。このように、事業者の自主的な取り組みにつきましてはやってき

ておりますけれども、自主的にやる場合も、加工食品の原料原産地表示が偽装につながら

ないような担保をとる方法の検討とか、ガイドラインの策定も重要だと考えております。 

 ２点目は、ＪＡＳ法で設定する原料原産地表示の対象範囲は限定し、原料原産地の表示

を義務づけるのは品質との関連が明らかな場合に限るべきという点についてです。ＪＡＳ

法は、飲料や食料品などが一定の品質や特別な生産方法でつくられていることを保証する

任意のＪＡＳ規格制度と、原材料原産地など、品質に関する一定の表示を義務づける品質

表示基準制度からできています。既にすべての生鮮食品並びに生鮮に近い加工食品の主な

原料の原産地については表示が行われるよう法的な措置がとられておりまして、ＪＡＳ法

の目的に照らせば、私はこの範囲の表示で十分であり、対象品目の拡大には慎重であるべ

きと考えます。 

 ＪＡＳ法の品質表示基準は、消費者が品質の差を識別して食品を選択できるようにする

ためのものです。したがって、加工食品の原料原産地表示に当たっては、表示が品質と関

係しているかどうかをきちんと検証することが必要になります。つまり、特定の原産地に

由来する原料を用いた加工食品がそれ以外のものと比べて品質に差があることを、科学的

に、もしくは味や香り、食感、見た目などで証明することが求められます。しかし、現在

のところ、特に高度で複雑なプロセスを経た加工食品につきましては、調味や形をつくる
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という成形等の技術が使われておりますから、原料原産地の違いによる品質の差を証明す

ることは容易ではございません。 

 最後に申し上げたいのは、原料原産地の表示では食品の安全を確保することにはならな

いというものです。原料原産地表示は食品の履歴を知る助けになりますから、表示を行う

ことで消費者の食品に対する信頼感を醸成できるという意見は理解できます。食品の表示

に関する共同会議が報告書をまとめる際に行ったパブリックコメントにも、食品の安全性

の観点から品目拡大を求める声が多く寄せられたことも承知しております。しかし、加工

食品の品質と安全性は、品質管理と製造・加工技術などによって維持されるものであり、

原料の原産地によって決まるものではございません。したがって、私は、原料原産地の表

示では食品の安全を担保することはできないと考えております。品質と安全性確保には、

フードチェーン全体での取り組みの強化や、事業者と事業者、そして事業者と行政の連携

強化がより重要だと考えております。国の法律により義務対象を広げることは、すなわち

税金を使って広げられた対象商品の表示が守られているかを確認する作業がふえることで

す。行政が法律によって実施すること、事業者が自主的に実施すること、このバランスを

最適に行えるように考えていくことが必要だと思います。 

 私は、今述べました理由から、当面は拡大そのものは慎重に検討していただき、表示と

安全性について、より消費者の理解を深めるために有効に資源を投入すべきだと考えます。 

 以上でございます。 

○相本食品表示課長 ありがとうございました。 

 続きまして、ＮＰＯ法人日本消費者連盟、山浦様、よろしくお願いいたします。 

○山浦（ＮＰＯ法人日本消費者連盟） 日本消費者連盟事務局長の山浦康明と申します。

今日は意見を述べさせていただく機会を与えていただきまして、ありがとうございました。

５分以内ということなので、手短にお話しさせていただきますが、参考資料等もラウンド

テーブルの方々にはお渡ししてありますので、それに基づいてお話しさせていただきたい

と思います。 

 まず、４点ほど最初に申し上げたいんですけれども、１点目は、共同会議での検討が行

われてきたという話がこれまでございましたが、現在、消費者委員会の食品表示部会にお

いてこの問題が再度検討されておりまして、この中で結論を得なければいけないという状

況であるということを申し上げたいと思います。 

 次に、これまでのご意見をいろいろ伺っておりますと、原料原産地表示の拡大の必要性

についてのさまざまな意見がございましたけれども、これにつきましては消費者団体とし

ては必要であると考えます。と申しますのは、これまでのさまざまな食品事件を見ており

ましても、実際にこの問題が明らかになったのは内部告発によることが非常に多かったと

思うんです。これを見ましても、事業者の方々を性善説に立って考えるということはちょ

っとこの間の状況から見てできないのではないか、したがってこういった義務表示という

ことをしっかりと原則とするということでなければいけないのではないかと思います。そ
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して、この間こういった加工食品を含めた遺伝子組み換え食品の問題についての消費者の

署名活動が昨年行われまして、30 万筆ほどの署名を先週国会に提出いたしましたが、こ

ういった署名の状況を見ましても、必要としている消費者が多いということを申し上げた

いと思います。 

 それから、安全と関係するかどうかという話がこれまで議論になっておりました。ＨＡ

ＣＣＰなどの措置をとれば安全性を担保できるということが話題になっているかと思いま

すけれども、これは、これまでの事故を見ましても、ＨＡＣＣＰをとっている事業者が事

故を起こしたという事例もございまして、これで完全に保証されるというものではないと

思います。例えば、遺伝子組み換えの問題につきましては、その危険性というものが最近

新しい知見として指摘されておりますので、どういった素性のものであるかということが

重要となりますし、また、アメリカ産の牛肉の問題を考えてみましても、ＢＳＥ問題につ

きまして消費者の関心は依然としてあると思います。国によって安全対策の違いがござい

ますから、どこの国の材料なのかということを知ることは、やはり安全の面においても非

常に関係してくると思います。 

 それから、私どもは今回のこの意見を述べるに当たりまして、食品表示制度の抜本的な

改革を求めております。まず、先ほど神山さんもおっしゃられましたけれども、統一的な

食品表示法を制定して、消費者庁が表示制度の運用に責任を持つといった体制を早急につ

くる必要があると思います。その際のポイントとしては、法律の基本理念を消費者主権に

置いて、消費者の意見がこの制度にしっかりと反映できるようなことが必要だろうと思い

ます。今回のようなパブリックヒアリングも含めまして、ぜひ消費者の声を反映させてい

ただきたいと思います。 

 そのほか、罰則の強化、また違反した食品についても、どうなってしまうかわからない

という不安がございますから、回収命令とか廃棄基準をつくるといったきめ細かな対応も

必要だろうと思います。 

 それから、そのほか、統一的な法律と同時に、必要性のある対象としましては、加工食

品でのトレーサビリティ制度の導入、遺伝子組み換え食品、体細胞・受精卵クローン家畜

由来食品など新規食品の表示の義務化、そして米の問題につきましては農産物検査法の廃

止・ＪＡＳ規格の見直しも必要ではないかと思います。これは、米のＪＡＳ法の表示と農

産物検査の矛盾がありまして、着色粒を過度に重視する規格の問題があります。これが農

薬散布を助長しているという問題があるからです。 

 また、健康食品については、現行の制度を見直して、もっと厳しい規制を行わなければ

いけない。例えば認可の取り消しを制度化するということも必要だろうと思います。 

 また、動脈硬化などをもたらす恐れのあるトランス脂肪酸の規制強化につきましても、

私どもは何度も意見書を提出しております。こういった問題についても、ぜひ今後消費者

庁は検討していただきたいと思います。 

 以上です。ありがとうございました。 
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○相本食品表示課長 ありがとうございました。 

 続きまして、全国農業協同組合中央会及び全国農業協同組合連合会、吉田様、よろしく

お願いいたします。 

○吉田（全国農業協同組合中央会及び全国農業協同組合連合会） 生産者を代表して、Ｊ

Ａ全中、ＪＡ全農は、国内農業の振興のため、原料原産地表示の拡大を求めます。 

 現在、日本の食料自給率はカロリーベースで 41％となっています。1965 年には 73％も

ありましたが、現在は食料の多くを海外からの輸入に頼っている状況にあります。そのよ

うな中で、ＪＡグループでは、日本のよい食を考える「みんなのよい食プロジェクト」を

行っています。このプロジェクトでは、「どうなる、日本の食？ と言うか、どうす

る？」をキャッチフレーズに、生産者・消費者が一緒になってよい食をつくり、選び、考

えることを広げていこうという運動です。このプロジェクトを通じて、多くの方に国内農

畜産物への理解を広めようという活動を行っています。また、３月 25 日に農林水産省に

よる食料・農業・農村政策審議会企画部会が終了し、まとめられた食料・農業・農村基本

計画案の中でも、食料自給率向上のためのさまざまな施策が挙げられています。このよう

な生産サイドに対する政策や生産者自身の努力はもちろんのことですが、最終的には消費

者の方々にご理解をいただいて国内農畜産物を買い支えていただかなければ、自給率の向

上は難しいと考えられます。 

 生鮮物だけではなく、加工され、原料がわかりにくい形となっている加工品についても、

原料原産地表示を行うことで消費者の皆さんに見える形となることが必要であると考えま

す。このように、原料原産地表示は、消費者への情報開示の強化であり、国内農業を支援

したいという消費者の要望にこたえ、国内農業を振興するための手段となります。そこで、

原料原産地表示を食料自給率向上の手段として位置づけるべきであると考えています。 

 黒糖、果実飲料、畜産加工物など、現在義務表示の対象となっていない加工品について

も義務対象品目を拡大し、消費者の誤認がないよう原料原産地表示を徹底すべきです。ま

た、こうした表示の徹底により、加工品原料についても国内農業者にとってより責任を感

じながら生産活動に取り組むことにつながり、営農のレベルアップにつながると考えます。 

 また、厚生労働省と農林水産省により開催されてきました食品の表示に関する共同会議

による「ＪＡＳ法に基づく加工食品の原料原産地表示の拡大に向けた表示の方法と品目の

考え方について」の報告書では、原料原産地表示対象品目の選定要件である要件Ⅰ・Ⅱを

前提に議論されてきました。この要件Ⅰ・Ⅱについては、共同会議の場で時間をかけて議

論されてきたものではありますが、原料原産地表示を拡大するためには、要件Ⅰ・Ⅱの見

直し検討が行われるべきと考えます。要件Ⅰ・Ⅱとは、原産地に由来する原料の品質の差

異が、加工食品としての品質に大きく反映されると一般に認識されている品目のうち、製

品の原材料のうち、単一の農畜水産物の重量の割合が 50％以上である商品であることと

されています。要件Ⅰを満たした上で要件Ⅱを満たすもの、この２つをともに満たすもの

を対象とするというものです。要件Ⅰについては、品質に影響があるかどうかを問わず原
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料原産地を知りたいという消費者の要望を酌み取るべきだと考えます。さらに、要件Ⅱに

ついては、原材料の 50％という根拠は説得性に乏しく、原材料に占める割合の上位３品

目やその加工品になくてはならない原料を選定する方法も考えられます。 

 このように、国内農業振興のためにも、原料原産地表示対象品目が拡大されていくこと

を私たち生産者団体は求めます。 

 以上です。ありがとうございます。 

○相本食品表示課長 ありがとうございました。 

 続きまして、生活クラブ事業連合生活協同組合連合会、吉田様、よろしくお願いいたし

ます。 

○吉田（生活クラブ事業連合生活協同組合連合会） 生活クラブ連合会理事の吉田と申し

ます。このような機会をいただきまして、ありがとうございます。 

 まず、私たち生活クラブはどういう団体かということをお話しさせていただきたいと思

います。生活クラブは、29 単協・１連合会という組織で、組合員数が 31 万人強という、

先ほど来の大きな生協とは違って、小ぢんまりとした消費者の生活協同組合です。私たち

はこれまで、既存の商品を購入するのではなくて、自分たちの生活に必要な品物を自分た

ちが開発過程にかかわりながら、生産者ととともに、納得のいく形でつくってきました。

生活クラブの姿勢としては、生命の論理に立ち、「安全・健康・環境」という生活クラブ

原則をもとに、疑わしいものは使わない、情報は公開するということを基本としています。

生活クラブ原則の中には、今日の発言のもとになっていますけれども、第一原則で安全性

の追求、第二原則で食の自給力を高めるということを掲げています。「安全・健康・環

境」の原則を基本としているからこそ、国産にこだわり、生産者とともに国内自給率のア

ップに取り組んでいます。今日はそういう視点から発言をしたいと思っています。 

 私たちは、食品表示制度改正に関しましては、昨年の秋から多くの市民とともに署名活

動を行いまして、計約 32 万筆の署名を集めました。地方自治体から国への意見書も 100

件を超えていると思います。院内集会を３月 26 日に開催しまして、衆参両院へ署名簿を

提出いたしました。その要求項目というのは、一つ、加工食品のトレーサビリティと原料

原産地の表示を義務化すること、一つ、すべての遺伝子組み換え食品・飼料の表示を義務

化すること、一つ、クローン家畜由来食品の表示を義務化すること、としております。 

 食品表示の目的につきましては、選択の目安となる必要な情報を提供すること、もう一

つは事故発生のときの手がかりとなる、そういう２つの目的があると思います。私たち消

費者としては、選択の目安となる必要な情報を提供していただけるものと思ってその表示

を見ているわけですので、消費者が判断・選択しやすい、わかりやすい表示を望みます。

私たちは表示を見て納得して購入することによって国産のもの、非遺伝子組み換えのもの、

クローン牛ではないものを食べたいと思っていますので、表示制度の改正によってそうい

う選択が可能になると考えています。消費者が選択することで、先ほどもありましたけれ

ども、国内の農業を守るということができると思っています。それがさらに国内自給率を
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高めるということにつながっていくと思っていますので、ぜひ食品表示制度を抜本的に改

正していただきたいと思っています。 

 国内自給を高めるために買う側の主体的な消費行動を促す、という役割も食品表示制度

にはあると思っています。東京大学の鈴木宣弘教授が、スイスのスーパーの子どもの発言

を紹介されたことがありました。「この卵を選ぶことでこの村のお百姓さんを守ることに

つながるんだよね」という発言があったそうです。子どものころからこのように食と農に

ついて考えることができる、そういう市民をふやしていくというためにも、食品表示制度

を抜本的に改正することが非常に重要ではないかと思っています。 

 国内自給率を高めるということに関しましては、国の安全保障の問題だと思っています。

穀物不作による価格の高騰とか、トウモロコシのバイオエネルギー政策などが出されます

と途端に輸入ができなくなるという状況に陥っています。食料不足や混乱を招いています

ので、そこのところも配慮していただきたいと思います。国内の第一次産業を守るために

は、消費者が国内産のものを選択できる制度にする必要があると思っています。 

 私たちの主張は配布資料に出させていただいているとおりですけれども、最後に一つお

願いしたいのは、私たちは消費者としてきちんとわかって食べることができる、そういう

食品表示制度を望んでいます。命をはぐくむ食に関しては、生産者も同じ、すべての人が

消費者だと思います。国内の生産を継続するために、予防原則にのっとり、消費者行政と

して勇気あるリーダーシップを発揮していただいて、食品表示制度の抜本的改正をお願い

したいと思います。 

 ありがとうございました。 

○相本食品表示課長 ありがとうございました。 

 続きまして、全日本漬物協同組合連合会、脇坂様、よろしくお願いいたします。 

○脇坂（全日本漬物協同組合連合会） 全日本漬物協同組合連合会、略しまして全漬連の

脇坂と申します。一番厳しい表示を行っている業界団体でございます。また、本日は原料

原産地表示の拡大について意見を述べる機会をいただきまして、ありがとうございます。

全漬連としての主張はお手元の配付資料にあるとおりでございますが、補足も兼ねまして

意見を述べさせていただきます。 

 まず、日本の食料自給率から見まして海外原料に依存せざるを得ない状況にあるにもか

かわらず、原料原産地表示を一部の加工食品だけに義務づけています。すべての食品を平

等に扱っていただきたいということです。 

 最近、他の業界から、原料原産地表示を行うと漬物業界みたいになってしまうという話

をよく耳にします。その理由は落ち目になりたくないということです。確かに食品需給研

究センターの漬物生産量の推移を見ても、平成３年の 120 万トンをピークに、平成６年ま

で３年間減少が続き、その後増加が平成 13 年まで７年間続きました。ピーク時の一歩手

前まで回復しかけたところが、原料原産地表示を導入した平成 14 年から再び減少に転じ、

平成 17 年には 100 万トンの大台を切り、漬物離れがとまらない状態です。一方、工業統
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計による出荷金額の推移も、生産量と同じように、平成 14 年、15 年の減少率が高く、毎

年減り続けております。漬物産業の低迷原因はすべて原料原産地表示が原因とは言いませ

んが、出荷金額で平成 10 年のピーク時 5,500 億円から平成 19 年 4,000 億円と 1,500 億円

も減少すれば、他業界の人から漬物みたいになりたくないと言われるのも何となく理解が

できるような気がします。 

 端的な例を挙げさせていただければ、平成 20 年、中国冷凍ギョウザ事件、乳製品のメ

ラミン混入事件等による中国バッシングが起きました。漬物は国内原料を補完するため中

国原料を一部使用しておりますが、中国製品のすべてが悪いわけでもないのに、消費者は

商品の裏を見て買わなくなりました。いわゆる風評被害が出ました。また、スーパーも、

中国の原料を使用していても表示義務のない商品は置いてくれ、漬物の中で「中国」と記

載された商品は置いてくれなくなりました。また、原料の転換もするように要求されまし

た。このように、原料原産地表示の有無により公平な競争が働かず、漬物メーカー・問屋

は大きな被害を受けました。ＪＡＳ法改正による規制の強化等もあり、表示の順番を間違

えると処罰されます。現状のように、表示義務のない食品、あっても 50％以上の食品と

５％以上の漬物と、制度がいろいろあります。加工度が高いとか低いとかの問題ではなく、

表示義務の対象範囲を拡大し、すべての加工食品を対象とした、同一基準の原料原産地表

示制度の構築を要望いたします。 

 なお、範囲対象の拡大も一気にできないと思いますので、その間はせめて現在表示義務

のある 20 食品群プラス４品目は同じ基準にしていただきたいと思います。 

 また、新たな制度を検討し導入する場合、例えば大くくり表示制度を導入するのであれ

ば、先行業界にも同じ制度の適用をお願いいたします。 

 最後になりますが、漬物業界としては、決して基準を緩和してくださいと言うものでは

ございません。表示の拡大については、今日の意見を聞いていても賛否両論あると思いま

す。あくまでもすべての業界に平等公平な制度にしていただきたいということでございま

す。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○相本食品表示課長 ありがとうございました。 

 続きまして、財団法人食品産業センター、花澤様、よろしくお願いいたします。 

○花澤（財団法人食品産業センター） 食品産業センターの花澤と申します。私ども食品

産業センターは、今お隣で発言された全漬連さんを初め、各加工食品のいろいろな業界が

ありますけれども、そうした業界団体を主要な賛助会員として、オール食品産業・食品メ

ーカーにかかわる問題についていろいろな活動をしているところでございます。 

 それでは、本日でございますけれども、一番大事なことは、このＪＡＳ法に基づく原料

原産地表示制度というものの目的・趣旨が何であるかということを確認させていただきた

いと思います。これも既にいろいろな方々がおっしゃっておりますけれども、食品の品質

情報を提供するものであるということでございます。したがいまして、商品の安全性の情
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報提供でもございませんし、また国内の農産物の生産振興、これは非常に重要ななことで

はありますけれども、それを主たる目的としたものではないと考えております。これは品

質情報の提供ということだろうと理解しております。そうしますと、原料原産地の表示を

義務づける場合には、品質との関連が明らかである商品について原料原産地情報を提供さ

せるということが適切であると考えております。 

 そういう観点からいたしますと、原料原産地表示の対象品目の拡大を図る場合には、原

料原産地によって品質に差異が明確に認められる品目について、一定の基準に基づいてご

議論いただくということがよろしいのではないかと考えております。したがいまして、加

工食品の原料原産地表示の対象品目は、現在、加工度の低い 20 食品群、要するに加工度

が低いということはそれだけより原材料の品質が最終製品の品質に影響するというわけで

ございます。さらに４品目となっており、現状が適切ではないかと考えております。拡大

する際には、ぜひ品質に差異が明確に認められるような品目についてご議論願いたいとい

う立場でございます。 

 ２番目でございますけれども、よく消費者の要望と、いろいろな方が今日もおっしゃっ

ておられましたけれども、一方、今日の発言の中でも、いや、そうでもないのではないか

というご意見もたくさんございましたように、私どもメーカーで一番消費者、お客様の声

に直に接しているところはお客様相談窓口でございますが、ここの相談件数は、大企業で

すと年間何万件という件数になりますけれども、この原料原産地の照会という件数は極め

て低いものでございます。これは、ユーコープさんのおっしゃるのと同じような数字にな

るのではないかと思います。それで、お客様に多いのは、いわゆる賞味期限の問題です。

「いつまで食べられますか」「もう缶をあけてしまいましたけれども、まだ食べられるん

でしょうか」といった、品質、あるいは食べられるか、安全性、そういったことについて

の質問が過半でございまして、例えば先般の中国産冷凍ギョウザ事件の直後におきまして

も、「どこでつくられた食品ですか」というご照会が非常にふえましたけれども、「どこ

の原料を使った食品ですか」というお問い合わせは非常に少なかったんです。すなわち、

「どこでつくった食品ですか」でとどまって、さらに「どこでつくられて、さらにその原

料はどこですか」というお問い合わせは非常に少なかったという状況でございます。 

 それから、最後に申し上げたいのは、この加工食品の品質あるいは安全性といったもの

は、まさにいろいろな複数原料を適宜、作柄あるいは季節あるいは価格の変動といったも

のを踏まえながらうまく組み合わせて切りかえて、そして一定の品質のものを提供させて

いただく、これが加工食品メーカーの使命でございます。さらに言えば、加工食品の安全

性・品質につきましては、今申し上げましたようなメーカーの原材料管理を含めた品質管

理、そして技術によって維持してまいっております。また引き続きそういった努力をして

まいります。くどいようですが、直接原料原産地によってこういった品質なり安全性が確

保されているものではない、維持されているものではないということをつけ加えたいと思

います。 
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 以上でございます。ありがとうございました。 

○相本食品表示課長 ありがとうございました。 

 午前の部最後の説明となります。全国蒟蒻原料協同組合、小林様、よろしくお願いいた

します。 

○小林（全国蒟蒻原料協同組合） ありがとうございます。私は、全国蒟蒻原料協同組合

の小林でございます。今回こんにゃくの製品の表示についてお取り上げいただきましたこ

と対しまして、御礼申し上げます。 

 我々のこんにゃく業界ですと、生玉をつくる生産者、それから生玉を乾燥して加工して

全国へ原料として供給する業界、それからその原料を使って全国でこんにゃくの製品をつ

くるといった３団体に分かれておりますけれども、これは各々の業界それぞれに関する問

題でございますので、今日お願いしたわけでございます。 

 ご承知のように、こんにゃくは原産地表示の義務づけ対象の加工食品の 20 食品に入っ

ております。この法律上、20 食品のものについては 50％ルールというものがございます。

申請した提出書類の中に、それぞれの製造過程のサンプルというか、参考に、生芋からつ

くるもの、それから荒粉という乾燥物からつくるもの、それから精粉からつくるものとい

うことで、これがこんにゃくの生芋でございます。それを乾燥した、こういったポテトチ

ップ状のもの、これが乾燥物でございます。これを精製して製粉した、これが精粉でござ

いますけれども、一般的にはこれでこんにゃくの製品が、つくられているわけでございま

す。 

 ですけれども、こんにゃくの生芋というものは、ジャガイモとかサツマイモとか、一般

の農産物の根菜類と違いまして、これは煮ても、焼いても、蒸しても、どのようにしても

食べられないものなのです。この芋であろうが、こんにゃくの荒粉であろうが、精粉であ

ろうが、これは一度アルカリ物質を加えないと食べられる食品にならないということでご

ざいます。ただ、今現在、こんにゃくの芋そのものは生鮮野菜として流通されております。

流通されていても、一般的に買われて消費者が食べられるというものではなく、この３点

の原料にしても、ミックスした原料にしても、すべて、アルカリ物質を加えないと食べら

れる状態にはならないということを理解していただきたいと思います。 

 それと、今ちょっとサンプルというか、参考資料で製造工程をいろいろお見せしました

が、手づくりですべてできることでございますけれども、その手づくりを機械化して一般

のこんにゃくにしているというのが現状です。 

 こんにゃくは、19 年度の制度改正によりまして、ＬＤＣ諸国から、主にミャンマー、

ラオスから急激な輸入がされております。今年度も、昨年も、セーフガードがかかるほど

海外から原料が入っております。今の 50％ルールでいいますと、この生芋を５割以上使

用すれば、海外の原料を添加して製造しても、それを表示しなくても違反にならないとい

うのが今現在の加工食品の 50％ルールだということです。そういったことで、知らず知

らずに消費者は、芋の陰に隠れている海外の原料の製品であっても、それは表示されてい
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ないから、国産と間違えて買われる。言いかえれば、国産の優位性というものを考えます

と、隠れてしまうというよりも、隠して製造してしまうというものが多いと思います。非

常に加工頻度が低いものでございますので、こんにゃく製品も個別品質表示基準に加えて

いただけるか、それがまた無理であるようであれば、表示の方法を見直していただきたい。

すべて、これらが主たる原料であって、その他の原料や副原料ではないということをご理

解いただきまして、表示を改正していただくか、今申し上げましたように、個別品質表示

基準に盛り込んでいただくかということで、ぜひお願いしたいと思います。よろしくどう

ぞお願いします。 

○相本食品表示課長 ありがとうございました。 

 本日午前の部でご説明いただいた皆様方、ご多用のところを大変ありがとうございまし

た。 

 それでは、これで午前の部を終了いたします。 

 午後の部は、定刻どおり 13 時に開始いたしますので、よろしくお願いいたします。 

午後 ０時０６分 休憩 


